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危険なコンクリートブロック塀等の除却費等を補助します 

 花巻市では、平成３０年６月１８日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊事故を受け、地震
に強いまちづくりの推進と、通学路、避難路等、道路利用者の安全を確保するため、ブロック塀等の除却や建替工事費用
の一部を補助します。 

 国の補助制度を活用し、平成３１年度６月議会定例会において、本事業における補正予算の御承認後、ブロック塀等の
安全確保のため、広報、ホームページ等による周知を図って参ります。 

１ 補助対象となる工事等について 

○ 耐震診断、耐震改修工事、建替え工事、除却工事 

２ 補助上限額及び補助率 

 ○ 補助金上限額   1件につき５０万円  
 ○ 補助対象額 ブロック塀等の延長（ｍ）×８０，０００円 
 ○ 補助率   ２/３  （国負担 １/３   市負担 １/３  ) 
   ※ 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）を活用  

４ 補助対象者（申請者） 

３ 対象となる危険コンクリートブロック塀等 

事前相談の結果、補助対象と認められたコンクリートブロック塀等（※１）で次のすべてに該当になるものが対象。    
 
 ア. 道路又は敷地からの高さが、原則として１．２ｍを超えるもの。 
 イ. 通学路（小学校、中学校、幼稚園、認定こども園又は保育園に通う児童及び生徒が通行する道路）、 
   緊急輸送道路並びに指定緊急避難場所及び指定避難所等へ通じる道路に面して設置されたコンクリートブ     
   ロック塀等。 
※１ コンクリートブロック造、石造、レンガ造、その他組積造による塀及びこれらの基礎のことをいいます。 

コンクリートブロック塀等を所有する方で、次のすべてに該当する方    
  
 ア. 前年度の市民税、固定資産税を滞納していないこと。 
 イ. すでに本補助金の交付を受けていないこと。 
 ウ. 共有している場合は、共有者も既に本補助金の交付を受けていないこと。 
 エ. 共有している場合は、共有者の同意・委任を受けていること（委任状が必要）。 
 オ. 販売を目的として除却工事を行わないこと。 
 

５ 事前相談 

 市では、コンクリートブロック塀等が倒壊する恐れがあるか、違反建築物でないかなど、職員が調査し、補助の要件につ
いて判断を行います。そのため申請に先立ち、事前の相談が必要になります。除却工事等の契約後の補助金交付 申請
はできません。詳しくは建築住宅課にお問い合わせください。 

 事前相談から補助金交付までの流れについては添付資料「花巻市ブロック塀等の安全確保に関する事業の手続きの
流れ」を参照ください。 
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